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仙台市「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」について（案） 
 

 

 

 

 
１ 「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」とは 

団塊の世代の人が７５歳以上となる２０２５年に向けて、高齢者が住み慣れた地域で安心

して暮らし続けることができるよう、地域の実情にあわせ、介護・医療・介護予防・住まい

および日常生活の支援が求められています。そのための仕組みとして、介護保険制度におい

て、「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」が創設されました。 

仙台市では、平成２９年４月から新しい総合事業を実施し、住民等の多様な主体が参画し

た多様なサービスの充実、地域の支え合い体制づくりの推進など要支援者等に対する効果的

かつ効率的な支援等を目指します。 

 

２ 「新しい総合事業」の特徴 

（１）介護予防訪問介護と介護予防通所介護が新しい総合事業に移行します 

全国一律の予防給付（要支援者に対するサービス）のうち介護予防訪問介護（ホームヘ

ルプサービス）、介護予防通所介護（デイサービス）が新しい総合事業に移行し、市の事業

（介護予防・生活支援サービス事業）として実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）サービス利用の手続きが一部簡素化されます 

豊齢力チェックリスト（基本チェックリスト）の判定に該当すると、新しい総合事業の

介護予防・生活支援サービスの対象者となります。（要支援認定を受けた方も対象となりま

す） 

（３）多様な主体による多様なサービスを目指します 

高齢者を含めた幅広い世代の市民、ボランティア団体、ＮＰＯ等の活動を支援し、高齢

者に対するサービスの充実を目指します。 

（４）地域とのつながりを活かした介護予防を推進します 

心身機能の機能回復のみならず、地域の中に生きがいや役割を持って生活できるような

場所や出番づくりなどによる介護予防の取り組みを進めます。 
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※多様な主体（ボランティア団体、ＮＰＯ

等）による訪問型・通所型サービスにつ

いては検討中 

介護給付（要介護１～５） 介護給付（要介護１～５）  

予防給付 
（要支援１～２） 

 訪問看護、通所リハビリテー
ション、福祉用具貸与など 

訪問介護 

予防給付（要支援１～２） 
 

通所介護 

新しい総合事業の介護予防・生活

支援サービス事業（要支援１～

２、新しい総合事業対象者） 

訪問型サービス 

通所型サービス 

 

 

別紙３ 
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３ 介護予防・生活支援サービス事業の対象者 

（１）要支援１、２の方 

（２）豊齢力（基本）チェックリストの判定に該当した方 

 

４ 相談から（新しい総合事業）サービス利用までの流れ  ※現時点での案です 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者 

地域包括支援センターまたは区役所・総合支所 

（障害高齢課・総合支所は保健福祉課）へ相談 

豊齢力（基本）チェックリストの実施 

サービス事業対象者 

（チェックリスト該当） 

要支援・要介護認定申請 

要支援・要介護認定 

非該当 

（チェックリストは該当

→サービス事業対象者） 

 

要支援 1、2 要介護 1～5 

介護予防ケアマネジメント 

（地域包括支援センター） 

介護予防サービス計画 

（地域包括支援センター） 

居宅（施設）サービス計画 

（居宅介護支援事業者・介護保

険施設） 

○一般介護予防事業 

・介護予防把握事業 

・普及啓発（介護予防教室） 

・介護予防グループ支援 

など 

○介護予防・生活支援サービ

ス事業 

・訪問型サービス（現行相当、

基準緩和型、短期集中型介

護予防） 

・通所型サービス（現行相当、

基準緩和型、短期集中型介

護予防） 

など 

○介護予防サービス 

・訪問看護 

・福祉用具貸与 

など 

○地域密着型介護予

防サービス 

 

○居宅サービス 

・訪問介護 

・通所介護 

・訪問看護 

など 

○地域密着型サービス 

○施設サービス 

該当 

非該当 

新しい総合事業
のみ利用 

新しい総合事業 予防給付 介護給付 


